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～申し入れ事項～ 

１．中野電車区の標準数を明らかにすること。 
 

２．中野電車区の運転士における、乗務員の業務等の見直しの変更点及び乗務員の労働時間の算定に向けた再実測の

変更点について、以下の通り明らかにすること。 

(１)徒歩時間 

①各駅の詰所から乗継箇所 

②各本区から乗継箇所（準備・整理） 

(２)出入区における時間 
 

３．全日８７行路、回２４５９Ｂは御茶ノ水駅での清掃時間が１２分しかないので適切な清掃を行うため清掃時間を確保

すること。 
 

４．快適な車内環境を提供するため水道橋駅での車内清掃時間を確保すること。 
 

５．前日の車内清掃時間が確保されないことから全日５１行路、回４６０Ｂの入区時間を午前１０時までとすること。 
 

６．以下の行路において担当列車を変更すること。 

【平日】 

①４行路の便乗４４３Ｂを便乗４８１Ｂに変更すること。 

②５３行路７３７Ｙ～便乗９４６Ｙと１１１行路８７３Ｙ～９４６Ｙの持ち替えをすること。 

③５６行路１３３７Ｙ～１５３４Ｙは６１行路が担当とすること。 

④６２行路６３０Ｂ～８３９Ｂを１０行路が担当し、１０行路の５３７Ｙ～８０１Ｃを９行路が担当、９行路の４８７Ｙ～    

１０３４Ｙを６２行路が担当とすること。 

⑤７０行路５５７Ｂ～８３３Ｂと７１行路６３９Ｂ～９５９Ｂの持ち替えを行うこと。 

２０２２年３月ダイヤ改正では、安全・安定輸送を確保することを前提に、一部列車の延長  

増発による利便性向上、各種プロジェクトの進捗とご利用状況にあわせた輸送体系の変更を

行うことを目的として実施されます。 

また、「乗務員の業務等の見直しについて」「東京支社における現業機関における柔軟な 

働き方の実現について」などの施策により、働く環境が大きく変化することは確実です。 

安全・安定輸送を前提として、利便性とお客さまサービスの向上、そして組合員の安全・ 

健康はもとより、働きがい、生きがいを実現するために、以下の申し入れを行いました。 
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～申し入れ事項～ 

【休日】 

①１９行路１３６２Ｂ～１６３６Ｂと５４行路１３４４Ｂ～１５３７Ｂの持ち替えをすること。 

②２１行路１３７８Ｂ～１６６９Ｂと５５行路１２２３Ｙ～１６６２Ｙの持ち替えをすること。 

③２２行路１２０９Ｂ～１６１９Ｂと２６行路１２４５Ｂ～１６２７Ｂの持ち替えをすること。 

④２５行路１４５８Ｂ～１８０２Ｃと６０行路１５０８Ｃ～１８０４Ｃの持ち替えをすること。 

⑤３０行路１７６８Ｂ～１８６９Ｂと３２行路１６１７Ｙ～１９２２Ａの持ち替えをすること。 

⑥３３行路１３９１Ｂ～便乗２０５８Ｂを３４行路が担当とし、３４行路１４０９Ｃ、１８３７Ｂ～１９２２Ｂを３３行路が担当、

３４行路１５９０Ｂ～１８１２Ｂを６２行路が担当とし、６２行路１５０４Ｃ～１７４７Ｂを３３行路の担当とすること。 
 

７．平日の行路番号を出勤時間順にするため以下の通り変更すること。 

①４行路を５行路に   ②５行路を４行路に    ③９行路を１０行路に  

④１０行路を９行路に  ⑤５４行路を５３行路に  ⑥５５行路を５４行路に  

⑦６１行路を５５行路に ⑧５３行路を５６行路に  ⑨６０行路を５８行路に 

⑩６２行路を５９行路に ⑪５８行路を６０行路に  ⑫６３行路を６１行路に 

⑬６５行路を６２行路に ⑭５９行路を６３行路に  ⑮８１行路を６４行路に  

⑯６９行路を６５行路に ⑰７３行路を６７行路に  ⑱７４行路を６８行路に  

⑲７７行路を６９行路に ⑳７２行路を７０行路に  ㉑６８行路を７１行路に  

㉒７１行路を７２行路に ㉓７６行路を７３行路に  ㉔８０行路を７４行路に  

㉕５６行路を７５行路に ㉖７５行路を７６行路に  ㉗８８行路を７７行路に 

㉘６４行路を７８行路に ㉙７０行路を７９行路に  ㉚７９行路を８０行路に 

㉛６７行路を８１行路に ㉜８４行路を８２行路に  ㉝８５行路を８３行路に  

㉞８２行路を８４行路に ㉟８７行路を８５行路に  ㊱８９行路を８６行路に 

㊲７８行路を８７行路に ㊳８６行路を８８行路に  ㊴８３行路を８９行路に 
 

８．短時間行路において育児介護勤務Ａ勤務者の利用しやすいように平休ともに１１３行路は１０時から１６時の行路 

設定とすること。 
 

９．運転士の新規養成については教導運転士、指導担当の泊地手配や通常業務の負担を解消するため養成については

年１回とすること、また養成者数については配慮を行うこと。  
 
【設備】 

１． ２０２１年３月ダイヤ改正の検証を求めている設備の改善については今後も関係支社と連絡をとり継続すること。 

【車両】 

１．中央総武緩行線及び東京メトロ東西線の車両の修繕についての進行状況を明らかにすること。 

 

198 
 

2 0 2 2 . 2 . 7 


